
四日市市選管告示第４５号  

 

四日市市公職選挙執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

 

令和７年１２月１日  

                     四日市市選挙管理委員会  

                         委員長 毛利 彰男  

 

四日市市公職選挙執行規程の一部を改正する規程  

四日市市公職選挙執行規程（平成２２年四日市市選管告示第３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 

 

 第５７条に定める別表を次のように改める。  

 

改正後 改正前 

（実費弁償及び報酬の額） （実費弁償及び報酬の額） 

第５７条 法第１９７条の２第１項及

び第２項の規定により、実費弁償及び

報酬の最高額を別表のとおり定める。 

第５７条 法第１９７条の２第１項及

び第２項の規定により、実費弁償及び

報酬の最高額を別表のとおり定める。 



【別表（第５７条関係）】 

 

改正後 

区分 種類 定める額 

選挙運動に従事する者１人に対し支

給することができる実費弁償の額 

（１） 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に

応じ旅客運賃等により算出

した実費額 

（２） 船賃 水路旅行について、路程に

応じ旅客運賃等により算出

した実費額 

（３） 車賃 陸路旅行（鉄道旅行を除

く。）について、路程に応

じた実費額 

（４） 宿泊料

（食事料２食

分を含む。） 

１夜につき２３，０００円 

（５） 弁当料 １食につき１，５００円、

１日につき４，５００円 

（６） 茶菓料 １日につき１，０００円 

選挙運動のために使用する労務者１

人に対し支給することができる報酬

の額 

基本日額 １５，０００円 

超過勤務手当 １日につき基本日額の５割 

選挙運動のために使用する労務者１

人に対し支給することができる実費

弁償の額 

鉄道賃、船賃及

び車賃 

それぞれ（１）、（２）及

び（３）に掲げる額 

宿泊料（食事料

を除く。） 

１夜につき２０，０００円 

選挙運動のために使用する事務員１

人に対し支給することができる報酬

の額 

 １日につき１５，０００円 

専ら法第１４１条第１項の規定によ

り選挙運動のために使用される自動

車又は船舶の上における選挙運動の

ために使用する者１人、専ら手話通

訳のために使用する者１人及び専ら

要約筆記（法第１９７条の２第２項

に規定する要約筆記をいう。）のた

めに使用する者１人に対し支給する

ことができる報酬の額 

 １日につき２０，０００円 

 

  



改正前 

区分 種類 定める額 

選挙運動に従事する者１人に対し支

給することができる実費弁償の額 

（１） 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に

応じ旅客運賃等により算出

した実費額 

（２） 船賃 水路旅行について、路程に

応じ旅客運賃等により算出

した実費額 

（３） 車賃 陸路旅行（鉄道旅行を除

く。）について、路程に応

じた実費額 

（４） 宿泊料

（食事料２食

分を含む。） 

１夜につき１２，０００円 

（５） 弁当料 １食につき１，０００円、

１日につき３，０００円 

（６） 茶菓料 １日につき５００円 

選挙運動のために使用する労務者１

人に対し支給することができる報酬

の額 

基本日額 １０，０００円 

超過勤務手当 １日につき基本日額の５割 

選挙運動のために使用する労務者１

人に対し支給することができる実費

弁償の額 

鉄道賃、船賃及

び車賃 

それぞれ（１）、（２）及

び（３）に掲げる額 

宿泊料（食事料

を除く。） 

１夜につき１０，０００円 

選挙運動のために使用する事務員１

人に対し支給することができる報酬

の額 

 １日につき１０，０００円 

専ら法第１４１条第１項の規定によ

り選挙運動のために使用される自動

車又は船舶の上における選挙運動の

ために使用する者１人、専ら手話通

訳のために使用する者１人及び専ら

要約筆記（法第１９７条の２第２項

に規定する要約筆記をいう。）のた

めに使用する者１人に対し支給する

ことができる報酬の額 

 １日につき１５，０００円 

 

  



第２６号様式を次のように改める。



第２６号様式（第３０条関係） 

 

ビラ作成証明書 

 

次のとおりビラを作成したものであることを証明します。 

 

  年  月  日 

 

      年  月  日執行     選挙                   

                            候補者            

 

 

ビラ作成業者  

氏名又は名称  
 

法人の場合は代表

者氏名  

 

住    所  
 

作 成 枚 数  枚  

作 成 金 額  円  

備     考   

備 考  

１ この証明書は、作成の実績に基づいて、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、候補

者からビラ作成業者に提出してください。  

２ ビラ作成業者が四日市市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付し

てください。  

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業

者は、四日市市に支払を請求することはできません。  

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公

費負担の限度額は、次のとおりです。  

（１）枚数 四日市市議会議員選挙の場合  ４，０００枚  

四日市市長選挙の場合    １６，０００枚  

（２）限度額 ８円３８銭×確認された作成枚数  

  

 



第２７号様式（別紙）を次のように改める。



第２７号様式（第３１条関係） 

 

請 求 書（ビラの作成） 

 

四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第９条の規

定により、次の金額の支払を請求します。 

 

  年   月   日 

  四日市市長        

              住    所   

              氏名又は名称             

              法人のときは 

              代表者氏名              

              電話番号（    ）    －     

 

１ 請求金額 円 

２ 内  訳 別紙請求内訳書のとおり 

３ 選挙の種類 年  月  日執行     選挙 

４ 候補者氏名  

 

５ 振込先 

金融機関名 銀行         支店 

預金種別 普通 当座 口座番号  

口 座 名
ふ り が な

  

備 考 

１ この請求書は、候補者から受領したビラ作成枚数確認書及びビラ作成証明書とともに選挙の

期日後速やかに提出してください。 

２ 候補者が供託物を没収された場合には、四日市市に支払を請求することはできません。 

３ この請求書には、作成したビラの見本1枚（２種類の場合には各1枚）を添付してくださ

い。 

 



 

（別紙） 

請求内訳書（ビラの作成） 

 

作成金額 基準限度額 請求金額  

備考 単価 

（Ａ） 

枚数 

（Ｂ） 

金額 

(A)×(B)= 

(C) 

単価 

（Ｄ） 

枚数 

（Ｅ） 

金額 

(D)×(E)= 

(F) 

単価 

（Ｇ） 

枚数 

（Ｈ） 

金額 

(G)×(H)= 

(I) 

 

 

円 

 

 

枚 

 

 

円 
８円３８銭 

 

 

枚 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

枚 

 

 

円 

 

 
備考 

１ （Ｅ）欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

２ （Ｇ）欄には、（Ａ）欄と（Ｄ）欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

３ （Ｈ）欄には、（Ｂ）欄と（Ｅ）欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

 



第３１号様式を次のように改める。 

  



第３１号様式（第３５条関係） 
 

ポスター作成証明書 
 

次のとおりポスターを作成したものであることを証明します。 

  年  月  日 

 

      年  月  日執行    選挙                   

              候補者              
 

ポスター作成業者

氏名又は名称   

法人の場合は代表

者氏名  

 

住    所   

作 成 枚 数  枚  

作 成 金 額  円  

四日市市の区域におけるポスター

掲示場数  

箇所  

備 考  

１ この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成し、

候補者からポスター作成業者に提出してください。  

２ ポスター作成業者が四日市市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添

付してください。  

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作

成業者は、四日市市に支払を請求することはできません。  

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公

費負担の限度額は、次のとおりです。  

（１）枚数 四日市市の区域内におけるポスター掲示場数に相当する数  

（２）限度額 単価×確認された作成枚数＝限度額  

   

  

  

= 単価・・・１円未満の端数は切
316,250円＋586.88円×ポスター掲示場数  

ポスター掲示場数  



第３２号様式（別紙）を次のように改める。 

  



第３２号様式（第３６条関係）  

 

請 求 書（ポスターの作成） 

 

四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

第１３条の規定により、次の金額の支払を請求します。  

 

    年   月   日  

 

  四日市市長        

              住    所   

              氏名又は名称             

              法人のときは  

              代表者氏名              

              電話番号（    ）    －     

 

１ 請求金額  円  

２ 内  訳  別紙請求内訳書のとおり  

３ 選挙の種類  年  月  日執行      選挙  

４ 候補者氏名   

 

５ 振込先  

金融機関

名  

銀行         

支店  

預金種別  普通 当座  口座番号   

口 座 名
ふ り が な

  

備 考  

１ この請求書は、候補者から受領したポスター作成枚数確認書及びポスター作成証

明書とともに選挙の期日後速やかに提出してください。  

２ 候補者が供託物を没収された場合には、四日市市に支払を請求することはできま

せん。  



 

（別紙）  

請求内訳書（ポスターの作成） 

 
 

ポスター 

掲示場数 

作成金額 基準限度額 請求金額 
 

備考 

単価 

（Ａ） 

枚数 

（Ｂ） 

金額 

(A)×(B)= 

(C) 

単価 

（Ｄ） 

枚数 

（Ｅ） 

金額 

(D)×(E)= 

(F) 

単価 

（Ｇ） 

枚数 

（Ｈ） 

金額 

(G)×(H)= 

(I) 

 

 

箇所 

 

 

円 

 

 

枚 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

枚 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

枚 

 

 

円 

 

 

備考 

１ （Ｄ）欄には、次により算出した額を記載してください。 

 

316,250 円＋586.88 円×ポスター掲示場数  

      ポスター掲示場数     

 

２ （Ｅ）欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

３ （Ｇ）欄には、（Ａ）欄と（Ｄ）欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

４ （Ｈ）欄には、（Ｂ）欄と（Ｅ）欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

 

＝単価（Ｄ）・・・１円未満の端数は切上



   附 則  

 （施行期日）  

１ この規程は、告示の日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の四日市市公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日

を告示される四日市市議会議員及び四日市市長の選挙から適用し、この規程の施行

の日の前日までにその期日を告示された四日市市議会議員及び四日市市長の選挙に

ついては、なお従前の例による。  

 

（選挙管理委員会事務局）  

 


